
 

 

愛知地方最低賃金審議会 

第 2 回愛知県輸送用機械器具製造業 

最低賃金専門部会 議事要旨 

 

日 時 令和 4 年 9 月 22 日(木) 午前 10 時 30 分～午前 11 時 50 分 

場 所 名古屋合同庁舎第 2 号館 3 階共用中会議室 

出 席 者  

( 公 益 代 表 委 員 ) 3 名 

( 労 働 者 代 表 委 員 ) 3 名 

( 使 用 者 代 表 委 員 ) 3 名 

( 事 務 局 ) 6 名 

議 題 (1) 令和 4 年度愛知県輸送用機械器具製造業最低賃金の改正について 

(2) その他 

 

議事要旨 

議題(1)について 

・事務局から、配付資料の「愛知県輸送用機械器具製造業最低賃金引き上げに伴う影響」に

ついての説明が行なわれた。 

・部会長から、第 1 回の労使双方の意見表明とそれに伴う金額について説明し、双方からの

意見を求めた。そこで個別に意見、金額について協議が行われた。 

・全体会議で使用者側から、自動車各社の生産が戻るとみていたが、減産が続き元に戻る見

込みがないことや原油・原材料の高騰及び半導体の供給の見通しが立たないことから、第 1

回目から 3 円ダウンの 16 円引上げの金額提示がなされた。 

・部会長から、次回は第 3 回であり、全会一致で結審出来るよう尽力するように労使双方に

求め、第 2 回の金額改正の審議は終了した。 

 

議題(2)について 

・事務局から次回の第 3 回目は、10 月 4 日(火)午後 1 時 30 分から 3 階共用中会議室で予

定しているとの説明が行われた。 

 

(令和 4 年 9 月 22 日)愛知地方最低賃金審議会 

第 2 回愛知県輸送用機械器具製造業最低賃金専門部会 議事要旨 

 


